
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
七
十
号

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
登
録
に
関
す
る
規
程
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
登
録
に
関
す
る
規
程

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
。
以
下
「

法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
登
録
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
登
録
）

第
二
条

医
療
の
提
供
の
業
務
又
は
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
の
安
定
に
寄
与
す
る
業
務
を
行
う
事
業
者
は
、
こ
の
規

程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
省
に
備
え
る
登
録
事
業
者
管
理
台
帳
（
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
「
管
理

台
帳
」
と
い
う
。
）
に
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
登
録
の
有
効
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

MDUOP
テキストボックス
（別紙２）



３

前
項
の
有
効
期
間
満
了
の
後
引
き
続
き
医
療
の
提
供
の
業
務
又
は
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
の
安
定
に
寄
与
す
る

業
務
を
行
う
事
業
者
は
、
登
録
の
更
新
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
申
請
書
の
提
出
等
）

第
三
条

前
条
第
一
項
の
登
録
（
同
条
第
三
項
の
登
録
の
更
新
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
事
業
の
種
類
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号

の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成
二
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
六
十
九
号
。
以
下
「

基
準
告
示
」
と
い
う
。
）
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
の
種
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
法
第
三
十
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
患
者
等
に
対
す
る
医
療
の
提
供
を
行
う
事
業
若
し
く
は
重
大
か
つ
緊
急
の
生
命
保
護
に
関
す
る
医
療
の

提
供
を
行
う
事
業
に
該
当
す
る
事
業
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
医
療
の
提
供
の
業
務
を
行
う

事
業
者
」
と
い
う
。
）
又
は
社
会
保
険
・
社
会
福
祉
・
介
護
事
業
に
該
当
す
る
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
第
七
号
に
掲

げ
る
事
項
を
除
く
。
）
を
記
載
し
た
登
録
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
、
商
号
又
は
名
称

二

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

法
人
に
あ
っ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名

四

事
業
の
種
類

五

対
象
業
務
（
基
準
告
示
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
対
象
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
従
事
す
る
者
が
所
属
す



る
事
業
所
名
及
び
そ
の
所
在
地

六

事
業
所
ご
と
の
対
象
業
務
の
従
事
者
数

七

産
業
医
（
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
産
業
医
を

い
う
。
）
を
選
任
し
て
い
る
こ
と

八

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
発
生
時
に
お
い
て
業
務
を
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
て
い
る
こ
と

九

法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
が
行
わ
れ
る
医
療
機
関
名
及
び
そ
の
所
在
地
（
医
療

の
提
供
の
業
務
を
行
う
事
業
者
以
外
の
事
業
者
に
お
い
て
、
当
該
医
療
機
関
が
未
定
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

医
療
機
関
の
確
保
方
法
）

十

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と

十
一

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
申
請
書
の
提
出
は
、
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
登
録
の

有
効
期
間
満
了
の
日
の
九
十
日
前
か
ら
三
十
日
前
ま
で
の
間
に
行
う
も
の
と
す
る
。

３

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
者
は
、
業
務
継
続
計
画
を
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
に
備
え
付
け
る
も
の
と
す

る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
必
要
に
応
じ
、
業
務
継
続
計
画
そ
の
他
必
要
な
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。



（
登
録
の
実
施
）

第
四
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
し
な
い
場
合
を
除
く
ほ
か
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
六
号
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
の
う
ち
登
録
に
係
る
も
の
。
）
並
び
に
登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号
を
管
理
台
帳

に
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
前
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事

項
の
う
ち
登
録
に
係
る
も
の
を
当
該
登
録
を
受
け
た
事
業
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
し
た
と
き
は
、
当
該
登
録
を
受
け
た
事
業
者
に
係
る
次
に
掲

げ
る
事
項
（
医
療
の
提
供
の
業
務
を
行
う
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
を
公
表
す
る

も
の
と
す
る
。

一

氏
名
、
商
号
又
は
名
称

二

事
業
の
種
類

三

対
象
業
務
に
従
事
す
る
者
が
所
属
す
る
事
業
所
及
び
そ
の
所
在
地

四

対
象
業
務
の
従
事
者
数
の
う
ち
登
録
に
係
る
も
の

五

登
録
年
月
日

六

登
録
番
号



４

登
録
を
受
け
た
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
医
療
機
関
が
未
定
の
場
合
に
お
い
て
は
、
速
や
か

に
こ
れ
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
を
し
な
い
場
合
）

第
五
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

登
録
申
請
書
を
提
出
し
た
事
業
者
が
第
九
条
第
四
号
又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
登
録
を
消
除
さ
れ
、
そ

の
消
除
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
と
き
又
は
登
録
申
請
書
中
に
虚
偽
の
記
載
が
あ
り
、
若
し
く
は
重
要
な
事
実

の
記
載
が
欠
け
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
理
由
を
付
し
て
そ
の

旨
を
当
該
登
録
申
請
書
を
提
出
し
た
事
業
者
に
対
し
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

第
六
条

登
録
を
受
け
た
事
業
者
は
、
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合
（
軽
微
な

変
更
が
あ
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
又
は
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
機
関
を
確
保
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、

三
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
の
登
録
変
更
届
出
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

第
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
前
条
の
規
定
は
前
項
の
登
録
変
更
届
出
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

（
廃
業
等
の
届
出
）



第
七
条

登
録
を
受
け
た
事
業
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
三
十
日
以
内
に
、
厚
生
労
働
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

一

個
人
事
業
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
相
続
人

二

法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
は
、
そ
の
役
員
で
あ
っ
た
者

三

法
人
が
破
産
手
続
き
開
始
の
決
定
に
よ
り
解
散
し
た
と
き
は
、
そ
の
破
産
管
財
人

四

法
人
が
合
併
又
は
破
産
手
続
き
開
始
の
決
定
以
外
の
事
由
に
よ
り
解
散
し
た
と
き
は
、
そ
の
清
算
人

五

対
象
業
務
に
係
る
事
業
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
当
該
登
録
を
受
け
た
事
業
者

（
勧
告
）

第
八
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
登
録
を
受
け
た
事
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
登
録
の
適
正

な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
当
該
事
業
者
に
対
し
て
必
要
な
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

こ
の
規
程
に
違
反
し
た
と
き
。

二

登
録
を
受
け
た
対
象
業
務
に
関
し
不
正
な
行
為
を
し
た
と
き
。

（
登
録
の
消
除
）

第
九
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
登
録
を
受
け
た
事
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
事
業
者

の
登
録
を
消
除
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
。



二

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
く
て
同
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
が
判
明
し
た
と
き
。

三

登
録
の
有
効
期
間
満
了
の
際
、
登
録
の
更
新
の
申
請
が
な
か
っ
た
と
き
。

四

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

五

前
条
第
二
号
に
該
当
し
情
状
が
特
に
重
い
と
き
。

六

正
当
な
理
由
が
な
く
て
第
六
条
第
一
項
の
登
録
変
更
届
出
書
の
提
出
を
怠
っ
た
と
き
。

七

前
条
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
。


